
   

    学習会開催のお知らせ 

 

 

 

認知症や知的障害、精神障害などで、判断能力が十分でない人に対し     

家庭裁判所が選任する制度です！！ 

 

          と  き 2013 年 7 月 29 日（月） 13 時 30 分～15 時 

場 所 健生会館 3 階大会議室  

講師  冨永 誠記氏 （徳島健康生協・医療ソーシャルワーカー） 

 参加費  無料 
健生病院西館

健生会館

助任川

立体駐車場

吉野本町三丁目停留所

健生病院東館

3階会議室 ことぶきタクシー

引田商店

日清酒類

至徳島駅

至鳴門

 

問い合わせ先 

徳島健康生協健康づくり事業部         電話 652-7283 

 

主催：徳島健康生協 学習サポート委員会 

     「成年後見制度」について        


